
　（１）人件費の状況（普通会計決算）

　（２）職員給与の状況（平成19年度普通会計決算）

　（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

福島県

国 41.1 325,113

一般行政職

大学卒

高校卒

一般行政職

- 387,506

43.4 346,200 417,421 379,554

702

平成２０年

96.5

96.5

94.2

平成１９年

97.5 95.7

94.6 95.6

平成１８年

94.3 94.6

棚倉町

福島県内町村平均

全国町村平均

区　分

172,200181,000

円円

円

347,224

円

381,842385,302

月 月

4.43 4.45 -0.02 4.43 4.50-0.02

月

国の年間支給月数
割合　　　Ａ 支給月数　Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数）

勧告

％

0.00

改定後支給月数

（参考）

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス

0.18

　　　比較した平均給与月額である。

　　②　特例給

0.18396,321

給与改定率

（改定率）

（参考）

国の改定率
較差 勧告

円 円

公務員給与

％円 ％

高校卒

区　　　分

国区　　　分 棚　　倉　　町 福島県

大学卒
円

174,300

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
　（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）

平均給与月額
平均給料月額平均年齢 平均給与月額

％

23.4

（国ベース）
円

（B）/（A）
千円

6,303

　（４）　給与改定の状況

　　①　月例給

395,619

（B）/（A）

人　件　費 （参考）平成１８年度

の人件費率

住民基本台帳

（平成19年度末）

　　　①一般行政職

　　　　給与水準を示す指数である。

２０年度

福島県の人事委員会の勧告

Ａ

人件費率

（B）（A）

職員手当

　　　２　職員数は平成１９年４月１日現在の人数である。

平成19年度

給　　料

130 519,179 78,948 221,310 819,437

経験年数１５年 経験年数２０年
円 円 円

経験年数１０年

262,800 308,000 363,500

141,900 140,100146,300

棚倉町の給与・定員管理等について

１　給与の状況

（注）１　職員手当てには退職手当は含まない。

H20.3.31現在

１５，６３９人

区　　　　分 実質収支
歳　出　額

給　　　　　与　　　　　費

千円千円

平成19年度
千円千円

5,123,027

職員数（A）

人 千円

計（B）
区　　分

％

1,229,296 24.0

千円

89,508

福島県の人事委員会の勧告

（注）「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

　　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

　（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

円

区　分 民間給与

Ｂ Ａ－Ｂ

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

１人当たり給与費

千円

期末・勤勉手当

区　　分

民間の支給  公務員の 較差

２０年度

円 円

棚倉町
歳

44.7

　（２）　職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

262,800 308,000216,200



　（１）　一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

1 級 3 人 2.0 ％ 4 人 3.6 ％

2 級 21 人 14.1 ％ 17 人 15.5 ％

3 級 45 人 30.2 ％ 30 人 27.3 ％

4 級 36 人 24.2 ％ 21 人 19.1 ％

5 級 29 人 19.5 ％ 23 人 20.9 ％

6 級 15 人 10.0 ％ 15 人 13.6 ％

1.40 月分 #### 月分 1.40 月分 0.75 月分 1.40 月分 0.75 月分

1.55 月分 #### 月分 1.55 月分 #### 月分 1.60 月分 #### 月分

2.95 月分 1.50 月分 2.95 月分 #### 月分 3.00 月分 #### 月分

23.5 月分 30.55 月分 23.5 月分 30.55 月分 23.5 月分 30.55 月分

33.5 月分 41.34 月分 33.5 月分 41.34 月分 33.5 月分 41.34 月分

47.5 月分 59.28 月分 47.5 月分 59.28 月分 47.5 月分 59.28 月分

59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

千円

円

人 ％ ％

500 円

#### 円

#### 円

千円

千円

千円

千円

●その他の加算措置　　　　

　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

平成２０年度の構成比 １年前の構成比

職員数 構成比
区　　分 標準的な職務の内容

１人当たり平均支給額（平成19年度）

（平成１９年度支給割合）

職員全体に占める手当支給職員の割合

１人当たり平均支給額（平成19度）

国の制度

0

●その他の加算措置　　　　

　（３）　地域手当（平成２０年４月１日現在）　※該当無

317

勤勉手当

（加算措置の状況）

期末手当

　６月期

作業担当職員

　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

支給実績（１９年度決算）

行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の手当

自己都合 勧奨・定年

　※制度上の段階、職務の等級による加算措置　　※制度上の段階、職務の等級による加算措置　　

福　　　島　　県

％

主任主査・係長

職員数 構成比

４　職員の手当の状況

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）１　棚倉町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

課長

課長補佐

　（１）　期末手当・勤勉手当

国棚　　　　倉　　　　町 福　　　　島　　　　県

１２月期

（平成１９年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

　６月期

期末手当

（平成１９年度支給割合）

行旅病人を収容したとき

勤続２５年

勤勉手当

計

勧奨・定年 （支給率）

　※制度上の段階、職務の等級による加算措置　　

勤続２５年

（支給率）

（加算措置の状況）

18,612

145

22,474

　（５）　時間外勤務手当　

職員１人当たり平均支給額（平成１９年度決算）

行旅死亡人の処理をしたとき

勤務した１日につき

職員１人当たり平均支給額（平成１８年度決算）

金　　　　額区　　　　　　　　　　分

145

支　　　給　　　実　　　績　（平成１９年度決算）

支　　　給　　　実　　　績　（平成１８年度決算）

防疫作業職員の特殊勤務手当

勤務した２回につき

　（２）　退職手当（平成２０年４月１日現在）

1,828千円

計

1,692千円

１２月期

　６月期

（加算措置の状況）

１２月期

計

主査

主任主事

主事

３　一般行政職の級別職員数等の状況

　（４）　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）　

支給職員１人当たり平均支給年額

（注）　　退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成17年度に退職した職員に支給された平均額である。

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算）

支給対象地域 支給対象職員 支給率

退　職　手　当

勤続２０年

棚　　　　倉　　　　町

勤続２０年

自己都合

勤続３５年

最高限度額

●その他の加算措置　　　　　　　

　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

手当ての名称及び対象業務

手当の種類（手当数） 9

16.99

主な支給対象職員

0

支給実績（平成１９年度決算）

円

勤務した１回につき

"

勤続３５年

最高限度額

16,853

区　　　　　　　　　　分 全　　職　　種

千円

左記職員に対する支給単価



　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

　円

３．３０月分　　　（　　６月期　１．６０月　　／　　１２月期　１．７０月　　）
教  育  長

　　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤

　　　　　場合における退職手当の見込み額である。

給
　
料

教  育  長

区　　分

報
　
酬

副　議　長

議　　 　員

議   　　長

町     　長

副　町　長

副　町　長
町     　長

期
末
手
当

議　　 　員

　（６）　その他の手当（平成２０年４月１日現在）　

　　配偶者がいない場合の１人目

６，０００円その他

１３，０００円配偶者

扶養手当

（１）交通機関等利用者

２７，０００円

　　配偶者が扶養親族でない場合の１人目

（１）借家・借間 　　（１）借家・借間

　　　基礎控除額

　６，５００円

１１，０００円

５，０００円加算

　　（２）持家

　　　　　新築５年以内 ２，５００円

（１）交通機関等利用者

５５，０００円 　　　最高支給限度額

　　　通勤距離に応じて　２，３００円～４３，９００円 　　　通勤距離に応じて　　２，０００円～２４，５００円

（２）交通用具利用者

住居手当

　　　新築５年以内 ３，５００円

（２）持家（住宅を所有し、かつ居住していること）

　　　全額支給額

９，５００円

　　　新築から５年経過

　　　１／２加算限度額

　　　最高支給限度額

１６，０００円

（２）交通用具利用者

平成２０年９月

通勤手当

平成２３年４月

１５，４７１，３６０円

　８，１１９，５３６円

６７１，５００×４８月×（４８／１００）

５８３，３００×４８月×（２９／１００）

円

342,000

教  育  長 ５５７，１００×４８月×（２０／１００） 　５，３４８，１６０円

円  ／ 230,000 円

（２２５，０００）

　　　　（　　平　　成　　２０　　年　　度　　支　　給　　割　　合）

180,000 円

円  ／ 157,000

―　　 円  ／ ―　　

510,000円  ／

（参考）類似団体における最高／最低

円

273,000 円  ／

円796,000

258,000

退
職
手
当

（　算　定　方　式　） （　１　期　の　手　当　額　） （　支　給　時　　期 ）

備　　考

平成２０年１０月

（注）　１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

２２５，０００

（２４６，０００）

２４６，０００

町     　長

副　町　長

議   　　長
副　議　長

　　　　（　　平　　成　　２０　　年　　度　　支　　給　　割　　合）

３．３０月分　　　（　　６月期　１．６０月　　／　　１２月期　１．７０月　　）

（３２３，０００）

３２３，０００

（５９９，０００）

５５７，１００

円

　　　最高支給限度額

　　　　　最高支給限度額

588,000

650,000

円  ／

２，５００円

５５，０００円

２７，０００円

（６３４，０００）

５８３，３００

（７９０，０００）

６７１，５００

町　　　の　　　制　　　度

５　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

区　　　　　分
給　　　　　　料　　　　　　月　　　　　　額　　　　　　等

　　　　　１／２加算限度額

１１，０００円

１５歳から２２歳までの子（１人につき）

国　　　の　　　制　　　度

１２，０００円

　　　　　全額支給額 １１，０００円

１６，０００円

　　　　　基礎控除額

　　　同　　左



　（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由（平成１９年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

退職者不補充により、技能労務職は平成２１年度以降０名

△ 1

85

農林水産

労　 　働

△ 1

△ 1

△ 3

△ 1

７　技能労務職員等の給与等の取組方針策定状況

21公営企業
等　会　計

24 24

0 0 △ 5 △ 1 △ 2 △ 8

△ 3

計
職員数 154 154 149 148 146

0 0 △ 3 2 0 △ 1

23 23

＜参考＞

人口１万人当たりの職員数　　８．１８人

人口１万人当たりの職員数　　５．４４人

幼稚園学級数の減少による減員(教育長を含む)

△ 1 △ 1 △ 1

42

128

＜参考＞

△ 2

一
般
行
政
部
門

8

9

44

土　 　木

商　 　工

衛　 　生

156 146

職　　員　　数 職　　員　　数

43

6

10

純　　　減　　　数

6.41%

～ ～

人　　 人　　 人　　 ％　　

純　　　減　　　率
平成17年4月1日 平成22年4月1日

４４歳

３９歳 ４３歳

～ ～

（注）　１　計画期間は、平成17年～22年の5年間である。

増減 0 0

△ 1

43

　　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

41

0 0

44 44職員数

83 8286 86 85

増減 △ 2 △ 1 △ 4

H17～H22

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 計

　　　②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

区　　　分 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

25

（類似団体の人口１万人当たり職員数　　　　人）

11

４７歳 ５１歳 ５５歳

8 30

５９歳

～

6

以上

職員数
0 0 4 11 15 26 13

６０歳４８歳 ５２歳 ５６歳４０歳

～ ～

154 149 ＜参考＞△ 5

△ 3

水　　道 8 7

公営企業等

会計部門

7下 水 道

（類似団体の人口１万人当たり職員数　　　　人）

△ 1

小　　計

消防部門

終　　　　　　　期

平成19年4月1日 平成24年3月31日

そ の 他 9 8

２０歳 ２４歳

4 4

9 9

8

9

9 11 2

（参考）定員管理の数値目標

消 防
職員数

一般行政

教 育

計　　　　　　画　　　　　　期　　　　　　間
数　　値　　目　　標

始　　　　　　　期

11 11

主　な　増　減　理　由

30 退職派遣職員の復職による増員

平成１９年 平成２０年 増減数

3 3

計

149

人

６　職員数の状況

区　　　　　分
職　　　員　　　数 対前年

142人

　（３）　定員管理の数値目標及び進捗状況

　（２）　年齢別職員の構成の状況（平成１９年４月１日現在）

３６歳

　　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。

職員数

部　　　門

２３歳

　　非常勤の職員は除いています。　〔　〕は条例定数の合計です。

（注）　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は

未満

２８歳

３５歳

～ ～ ～

２０歳

　　　①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

区　　分

２７歳

増減

増減

職員数

増減

３１歳

３２歳

小　　計

人口１万人当たりの職員数　　９．５３人

24 21

〔155〕 〔155〕
合　　　　計

教育部門

33

普
通
会
計
部
門

130

　計 86

民　 　生

税　 　務

総　 　務

議　 　会


